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今後行っていく議論の順番（案） 

 

 

順番 項目名 備考・理由等 

1 情報の公開と共有 今回 

2 
市民参加と協働の推進 

市民の責務 

情報公開の議論を受けての参加と協働 

（副座長作成資料による）あわせて市民の

責務についても対象とする。 

3 
議会と議員活動の原則 

議員の責務 

議会基本条例との関連もあるため、議会に

関する部分は早めに議論しておく必要があ

ると思われる。議員の責務も同時に扱う。 

4 

行政の政策活動の原則 

行政組織と職員政策 

公正と信頼の確保 

市長の責務 

職員の責務 

執行機関の内部的な規定 

あわせて市長・職員の責務についても扱

う。 

5 

コミュニティ、平和 

多様な主体（NPO 法人や

市民グループを含む）との

協力 

武蔵野市の特徴のひとつとして、議論の対

象と考えられる項目 

6 総則、前文 
それまでの各論についての話し合いを踏ま

えて大きな部分での議論を行う。 


